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⑨　通勤用自動車の購入助成金

　　この助成金の認定申請日において、過去に支給を受けた通勤用バスの購入の助成金、通勤用自動車の購入の
助成金の支給対象障害者が離職（各々の助成金の支給決定日から１０年を経過したものを除く）している事業
主にあっては、その離職した障害者に代わる各々の助成金の支給対象となる障害者を雇用していない事業所の
事業主



― 43 ―

f

1

2 1
3

3

4

5

1

1

2

3

4

5



― 44 ―

f

1

2 1
3

3

4

5

1

1

2

3

4

5

⑨　通勤用自動車の購入助成金
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